
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 23 年消費税改正 

Ｑ：今年度の税制改正が一部決まったそう

ですが、消費税はどのようになったのです

か？ 

 

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

①免税事業者の要件 

免税事業者の要件が見直されました。 

(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下で

あっても、その事業年度に係る次の特定期間の

課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税

事業者になれない。 

A.個人事業者のその年の前年１月１日から６

月30日までの期間 

B.前事業年度(７月以下等のもの(Cにおいて短

期事業年度)を除く)開始の日以後６月の期間 

C.短期事業年度である法人のその事業年度の

前々事業年度(その事業年度の基準期間に含ま

れるもの等を除く)開始の日以後６月の期間

(その前々事業年度が６月以下の場合には、そ

の前々事業年度開始の日からその終了の日ま

での期間) 

(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定

期間中の給与等の金額を用いることができる。 

※この改正は、平成25年１月１日以後に開始す

る年又事業年度に適用される。 

②仕入税額控除 

課税期間の課税売上高が５億円(その課税期

間が１年未満の場合は年換算)超の事業者は、

課税売上割合が95％以上であっても、課税仕入

れ等の税額の全額を控除することができない。

※適用は、来年４月以後開始課税期間から 
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